
政
令
第
二
百
五
号

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
七
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

九
条
第
三
項
、
同
法
第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
同
法
第
十
七
条
の
十

六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
第
三
項
、
同
法
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条

第
三
項
及
び
第
四
項
、
同
法
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
同
法
第
十

七
条
の
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
第
三
項

及
び
第
五
項
並
び
に
同
法
第
四
十
八
条
の
十
五
第
三
号
及
び
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
に
基
づ
い
て
」
を
「
又
は
認
定
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
」
に
改
め
、



同
条
中
「
第
十
七
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
三
第
三
項
」
に
、
「
に
基
づ
い
て
」
を
「
又
は
認
定
特
定
帰
還
居

住
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再

生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興
再
生

拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
（
法
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定

す
る
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、

「
第
十
七
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興
再

生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
九
第
二
項
」

を
「
第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興
再



生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
第
二
項
」

を
「
第
十
七
条
の
十
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
七
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興

再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
一
第
二

項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興

再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
二
第
二

項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
九
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興

再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
三
第
二



項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復
興

再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
四
第
二

項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

再
生
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
」
に
、
「
認
定
特
定
復

興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
を
「
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
五
第

二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
五
第
二
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
第
十
七
条
の
十
九
第
三
項
第
二
号
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
五
第
三
項
第
二
号
た
だ
し
書
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
十
九
第
三
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
五
第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改
め

る
。



第
三
十
条
中
「
第
十
七
条
の
二
十
六
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
二
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ニ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
一
第
二

項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十
四
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
第
二
項
」
に
、
「
第
十

七
条
の
十
五
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
」
を

「
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の

十
七
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
土
地
改
良
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
の
二
中
「
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第



百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
六
条

第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
該
当
す
る
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
」
を
「
該
当
す
る
同
法
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十

七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
」
の
下
に
「
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
、
福
島
復
興
再
生
特
別

措
置
法
第
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第

一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
新
た
に
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
新
た
に

同
法
第
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災

復
興
特
別
区
域
法
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
認
定
の
」
を
加
え
、



同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条

の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
の
三
中
「
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
七

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
該

当
す
る
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
」
を
「
該
当
す
る
同
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
、
福
島
復
興
再
生
特
別

措
置
法
第
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第

一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
新
た
に
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
新
た
に

同
法
第
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災

復
興
特
別
区
域
法
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
認
定
の
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条

の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。



第
三
十
一
条
の
二
の
二
中
「
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
七
条
の
二
十
三
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
九
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
第
十
七
条
の
二
十
一
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
七
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
十
七
条
の
二
十
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
六
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
特
定

帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
関
す
る
工
事
、
砂
防
工
事
等
を
施
行
す
る
場
合
に
福
島
県

等
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
を
定
め
る
等
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




